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成 年 養 子 の 実 態(D

一 北海道石狩 ・後志支庁管内の実態調査 一

相 原 東 孝

中 川 良 延

1.序

わが国の 養子制 度はい ま一つの 大 きな 転機 に差 しかか って い ると いえ よ

う。養子が成年者であれ未成年者であれ差別 な く,ど の よ うな 目的 のために

この制 度を利用 しよ うと も制約 しないわが養子法の源流 は,未 成年養子 にた

いす る家庭裁判所 の許 可 とい う一石が投ぜ られてか ら大 き く未成年養子制 度

と成年 養子制 度の二つ の流れを形成 していったのであ るが,そ れか ら十五年,

未成年 養子の方は欧米諸 国におけ る最近 の動 向の影響を もうけてたんに濫用

的縁組 の除去に とどま らず積極的に未成年者 の福祉のための制度へ の道をす

すみ,他 方成年養子は,未 成年 養子の 目的が明確 に なって くる の と対称的

に,そ の無 目的性 がい よい よ暴露 され,ひ いては この制 度の存在意義その も

のが疑わ し くなって きてい るのが現状 であ る。 こ うして今 日養子制 度が遭遇

してい る問題 は,次 の よ うな ものであ る。す なわ ち,ま ず第1に 立 法論 とし

て,将 来成年養子を廃止 して未成年養子だけにす るか,あ るいはそ こまで ラ

ディカルで な くとも,養 子制 度を成年 養子 と未成年養子 の二本建 の別個 の制

度 とし,後 者を本来 の養子 と考え前 者には もっと厳格 な要件を課 してのみ認

め るよ うにすべ きか,そ れ とも無 目的な現在 の成年 養子制 度をそ の まま維持

してゆ くか,と い う重要 な問題があ る。周知 の よ うに これ らの点は昭和34年

に公表 され た 「法制審議会 民 法部会 小委員会 におけ る仮決定及び 留保事項

(そ の二)」 で も留保事項 とされ てい る(第 二十八 以下参照)。 第2に 現行



一80一 商 学 討 究 第14巻 第1号

制 度の解釈論 として も,無 目的 なわ が養子 法のなかに,未 成年養子 に家庭裁

判 所の許可を要す るとい う一片の条文 を挿入 した ことが,未 成年養子を成年

養子 と区別 して独立 の制 度 とし,し か もこの 目的を未成年者 の福祉 のための

もの とまで解釈 的に もってゆ くことがで きるか ど うか,あ るいは また,成 年

養子 につ いて も,家 制 度を廃 し個人 の尊厳 を基調 とす る現憲法 の下で,究 極

において 「家」の維持存続に奉仕 してい るよ うな成年者 の養子縁組を個別的

に無効 とす る解釈が導 き出せ る ものか ど うか,こ れ らは解決 を迫 まられてい

る問題であ る。そ して と りわけ成年養子 をめ ぐる諸 問題が今後 もっ とも重大

化 して くるので はなか ろ うか。

ところで これ らの当面す る諸 問題 を適確 に解決す るに さい しては,養 子縁

組の実態 の正確 な把握が先 決問題で ある。人はなぜ あ る特定 の人を養子 とし

て迎 え るのか,ま た人 はなぜあ る人を養親 として親子 関係 を結ぶのか,こ の

養子 縁組 とい う手 段に よって 当事者が 達成 しよ う としてい る 目的は 何 なの

か,そ の よ うな 目的は養子縁組以外 の他 の方法では達成 し得 ない もの なのか

ど うか,こ れ らの ことが らが明 らか に され,養 子制 度を支えてい る基盤の構

造が解 明 されれば,わ れわ れは養子縁組 にたいす る有効適切 な解釈論 ない し

立法論 を打 ち建 てる ことが可能 になるだ ろ う。

これ までの ところ養子縁組 に関す る実態 調査 は非常 に少ないのであ るが,

次の よ うなす ぐれ た調査 の結果が公 けに され てい る。

A金 田宇佐夫 「養子縁組許 可後の実態」家庭裁判 月報3巻(昭 和26年)

12号 〔以下 「金 田調査」 と略称 〕

B法 務 省民事 局 「養子縁組実態調査統計表」(第1回 昭和31年)「 養 子

縁組 。離縁実態調査統計表」(第2回 昭和32年)(い ずれ もプ リソト)

〔以下 「法務省調査」 と略称 〕

C名 和 由紀子 「未成年者養子縁 組一 その実態 と二,三 の問題 」法律 時報

31巻(昭 和34年)13号,潮 見俊隆 「未成年養子 の許可」家族法大系IV

所収(昭 和35年)〔 以下 「潮見調査」 と略称 〕
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D山 本正憲 「養子縁組 の実態 と性格一特に岡山市に おけ る一」法経学 会

雑誌11巻1号(昭 和36年)〔 以下 「山本調査 」 と略称 〕

この うち金 田調査 と潮 見調査 はいずれ も未成年養子 のみを対象 とす るもの

であ り,し か も前者 は和歌 山家庭裁判所管 内の縁組許可事件 でのちに不和 と

な った ケー一一・スの分析 研究 に主眼 をおいた ものであるが,後 者 は,昭 和27年 養

子縁組事件 の うち,東 京 家庭裁判所で許可 した事件2,118件 より300件 を ラ

ソダムに抽 出,養 親 と調査当時15才 以上 の養子 お よび実親 の一部 にたい しア

ンケー ト法 ・面接 法を併用 して行 なった調査結果の分析であ る(養 親か らめ

回答172ケ ースが中心でそれに養子 お よび実親か らの回答若干が加 え られて

い る)。 いずれ も未成年養子 の実態に関す るす ぐれた研究である。 また法務

省 調査 は特定の市区町村 で養子縁組届の受理 の さいに調査 した もので成 年養

子 と未成年養子の双方を含み,第1回 調査 は東京 お よびその周辺 の都市で昭

和30年2月 一12月 の11ヵ 月間,第2回 調査は,大 都市6地 区,小 都市10地

区,町 村49地 区について,昭 和31年11月 一昭和32年2月 の3ヵ 月間に受理 さ

れ た ものを対象 と してい る。山本調査 も成年養子 ・未成年 養子 の双方か らな

り,昭 和32年4月 か ら35年3月 までに,岡 山市 に本i籍のあ る者 につい て出さ

れ た養子 縁組届1,151件 の書 面上 の調査 と,そ の中の500人 の養親 にたいす る

ア ソケー ト調査(回 答134)を 整理 した ものであ り,従 来の調査や外 国の統

計 な どと比較 しなが ら興味 あ る論述が なされてい る。上にあげた もののほか

昭和27年 か ら整備 され た司法統計年報 家事編 は未成年養子の実態 につい ての

重要 な資料を提供 して くれ る。そ して これ らの少 ない資料を縦横に駆使 して

要領 よき分析 をな してい る加 藤一郎 「図説家族法 ・養子 縁組」(ジ ュリス ト

230,231,232号)は 養子 縁組 の実態研究 の現段階を示す もの といえ よ う。

しか し これ らの 調査か らは 未成年 養子 の 実態 は 相当程度 明 らか に された

が,他 方成年養子についてはあ る程度 の推測を可 能にす るけれ どもなお不完

全を まぬがれ ない よ うに思われ る。 と くに前述の よ うにわが養子法 の特異性

が問題化 され てきてい る今 日,成 年養子 につい て独 自の実態研究 は不可敏 と
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いわ なけれぽな らない。

この よ うな観点か らわれわれは成 年養子 の実態調査 に取 り掛 った。 しか し

問題 の重要性にか んがみ,調 査を予備調査 と本 調査 の二段構えに し,予 備調

査か ら得た結果を もとに して一定 の仮説 を設定 し本調査で これ を検証す る と

い う方法を とることに した。本稿 は この予備調査 の結果であ るが,す でに こ

の段階で調査の こまか い進め方についていろい ろ と不備 な点が生 じてきた。

したが ってきわめて不完全 な ものであ るがあえて公表 し大方 の御批判 を仰 ぐ

次第であ る。

以下の論述 は次 の順亨 に よ り行 なわれ る。第2章 では調査 の対象 と方法を

述べ,第3章 はい ちお う縁組届 の記載事項か ら推測 され得 る縁組 の実態にあ

て,第3章 において養親 と養子 の双方にたい して送付 したア ンケー トの回答

か ら前 章の推測 を整理統合 し,第5章 の結びで この予備調査を もとに成 年養

子 の実態 に関す る幾つか の仮説を立て ることに したい。な おこれ らの論述を

通 じてで きるか ぎ り前 記従 来の調査 との比較 を行 なってゆ くつ もりである。

2.調 査 の対象 と方法

われわれが この予備 調査 をお こな うにあた り選 んだ対象 と方法 を まず概観

してお こ う。

1.調 査 の 対 象

(1)調 査 地 域

対象 とした地域 は表題 に もかかげ ておいた よ うに,北 海道 のなかの ご く一
し りべ し

小部分にす ぎない石狩支庁 と後志支庁で ある。そ して後述す るよ うに,わ れ

われ は法務 局に保管 され ている養子縁組届の閲覧か らこの予備調査 をは じめ

たので,対 象 と した法務 局の側面か らい うと,札 幌法務局管 内の本庁,小 樽

支局 お よび岩内支局の管轄す る区域 とい うことにな る。 しか も石 狩 ・後志 支

庁管 内で この三法務 局の管轄か らはずれ る町村 も,ま た,他 の支庁に属 して

この法務 局 の管轄 内に入 る町村 も一部あ ることか ら,本 調査の対象地域は札
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幌法務局本庁 ・同小樽支 局 ・同岩内支局管 内 とい った方が正確 であろ う。要

す るにわれわれは この地域 内の市町村 役場で受理 され た成年者 を養子 とす る

縁組 を予備 調査の対象 として選んだわ けである。

三局管 内の市町村 名はつ ぎの とお りで ある。

札幌法務 局本 庁

札幌市,江 別市,千 歳市,手 稲町,石 狩町,恵 庭町,当 別町,浜 益村

広島村,厚 田村,新 篠津村

小樽支局

小樽市,余 市町,積 丹町,古 平町,赤 井川村,大 江村

岩 内支局

岩 内町,倶 知安町,京 極町,喜 茂別町,狩 太 町,蘭 越町,共 和村,

神恵 内村,泊 村,留 寿都村,真 狩村

これ らの市町村 はそれ ぞれ多 様 な性格 を もっているわけであ るが,予 備調

査で は一応 この よ うな性格 を と くに問題 としない ことに した。 もちろんわれ

われ として も,各 市 町村 の性格,こ とに農漁村 と都市の差異な どが養子制度

にたいす る意識,あ るい は養子縁組に駆 りたて る要因 として重要な意味 を も

ってい る ことを否定す るわけでは ない。 ただそ の重要性の故に予備 調査で は

扱 わ ない こ とに し,一 そ う検 討 した上で本調査の さいに取 り扱 お うと考 える

わけであ る。 したが って この よ うな無差別 な取 り扱 いや対象地域 の選択が き

わめて便宜 的な ものであ ることをお ことわ りして おか なけれ ばな らない。

(2)調 査 対 象 時

調査 の対象 とした時期 は,前 記 の法務 局の管轄市町村 で,昭 和36年1月 か

ら12月 まで の1力 年 間に受理 された成 年者 の養子縁組 であ る。 これ また便宜

上最近 の1力 年 を選んだにす ぎない。養子縁組の動態的把握 のためには,数

年 間を通 じての実態 とか,た とえぽ5年 前10年 前 とい うよ うな一定の時期的

間隔をおいた実態 の推移 を調 査 しなければ な らないのであ るが,予 備調査で

は前記1力 年 の静態調査に限定 した。
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2.調 査 の 方 法

われわれは まず 各法務 局に保管 されてい る養子縁組届 を閲覧 し,そ のなか

か ら成 年養子のみを選 び出 して,受 理 日,養 親 お よび養子の本 籍な らびに住

所,性 別,生 年 月 日,配 偶者 の有無,有 れ ぽそ の年令,縁 組が 共 同か 単独

か,実 親 の生存の有無,養 子 の実親 との続柄 等を転写 した。つ ぎに養親 と養

子 の双方にそれ ぞれ ア ソケー トを送付 し,そ の回答を求めた。

ア ソケー トは養親宛の ものをア ソケー一・一一ト1,養 子宛 の ものを ア ンケー ト∬

とし,1で はなぜ養子を とることになったかを探 ぐるために,ま たllで はな

ぜ 養子に行 くことに なったか を調べ るた めに,そ れぞれそ の要 因 と推測 され

るよ うな事項をかかげ,該 当欄 を㊥ で囲む とか数字を記入すれぽ よい よ うに

した。そ のなかで主な ものをあげ ると,1に おいては職業,収 入,学 歴,同

居 家族数,養 子 を とった動機,届 出前の養子 との同居 の有無,現 在の同居の

有 無,養 子 との間が 円満か ど うか,養 子 との間の親 族関係 の有無等であ る。

また 皿で は1の うち養子を とった動機 以外の事項 は共通 してい るが,そ のほ

かに養子に特殊 な もの と して,兄 弟姉妹の数,実 親 の職業,実 家の暮 しの程

度,養 子 になった動機,養 家 の家業 をつ く・つ もりか ど うか,養 親 の面倒 をみ

るつ も りか ど うか,養 親 に遠慮 した り気を使 うことがないか ど うか等が主要

な項 目であ る。 このほか養親宛 の ア ソケー トに,成 年養子制 度のかわ りに相

続 契約や扶養契約 とい う制度を設 け ることの是否 を も,分 りやす く説 明 して

質 問 したが,難 しい問題 なので ア ソケー ト調査で どの程度理解 し回答 してい

るかは疑 問であ る。

このア ソケ ー トは昭和38年3月 は じめに郵送 した。 したが って縁組当時,

あ るいは縁組届 出時か ら1年 ない し2年 経過 してい るので,事 情 や意識の変

化 も考 え られ,縁 組締結 にいた らしめた諸要 因は回答に正確 には反 映 してい

ないか もしれない。

そ のほかに も調 査の過程で理論 的あ るいは技術的 欠陥がい ろい ろと明 らか

に なってきたが,本 調 査のための仮説の設定 とい う当初の 目的は一応達 し得
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るの で は な いか と思 う。

3.縁 組届 か らみた実態

一85一

縁組当事者が市町村役場の戸籍吏 に提 出 した養子縁組届 か らも成年 養子の

実態 はあ る程度把握 し得 る。 ここではそ の よ うな実態 を概観す ることに しよ

う。

1成 年 養子 の数

養子縁組 の数については,そ もそ もあ る市 町村に おけ る養子縁組 の実数 を

出す ためには,そ の市町村 の 「本籍人届 出数」か ら 「他 市町村 で受理 し送付

された数」 を引 き,そ れに 「非本籍人届 出数」 を加 えなけれ ばな らない(加

藤 ・前 掲 ジ ュリス トNo.232,80頁)。

しか しわれわれが縁組届 の閲覧を行 な った さいに 「他市 町村 で受理 し送付

され た」 ものを と くに区別 しなか ったので,養 子縁組 の実数,つ ま り三 法務

局管 内の市 町村で受理 され た届 出の件数 は正確 にでて こなか った。われわれ

の調 査 した昭和36年 の縁組 届出総数 お よび これを成年 養子 と未成年養子 に分

けた ものが第1表 であ る。 この結果 を他の調査の結果 と正確 に比較 検討す る

第1表 未成年 養子 と成年 養子(そ の1)

＼
札 幌 法 務 局

小 樽 支 局

岩 内 支 局

計

養子綱 未成鷺
)

9451734(77・7)

39・ 「9・(74.6)

147

1,482

114(77.5)

1,139(76.7)

成 年 養 子
(%)

211(22.3)

99(25.4)

33(22.5)

343(23.3)

ことはで きない。 とい うのは,法 務 省調 査は各市 町村で受理 した縁組 の件数

を示 し,山 本調 査は岡山市 におけ る 「本i籍人届 出」(他 市 町村で受理 し送付

され た ものを含む)を 基礎 に してお り,こ れ に反 しわれわれ の調査で は前述
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三 法務 局の 「本籍人届 出」 と 「非本 籍人届 出」 の双方を含み しか も当然三局

管 内で重 複 している もの も幾つか含 まれ てい るか らであ る。 しか し参考 まで

に一 応比較 してみ ると第2表 の よ うにな る。加藤教授は 「全 国の成年養子 の

第2表 未成年 養子 と成年 養子(そ の2)

＼
法務省第1調 査

法務省第2調 査

山 本 調 査

1相 原 ・中川調査

養子総数

589

719

1,151

1,482

未成年養子
(%)

320(54)

344(48)

501(44)

1,139(77)

成 年 養 子
(%)

269(46)

375(52)

650(56)

ま

343 ,(23)

割 合は52%プ ラス ・アル フ ァと見 るのが よいだ ろ う」 と述べ られ る(加 藤 ・

前 掲 ジ ュリス ト81頁)。 これ か らみ ると,わ れわれ の調査地域 の成年 養子 の

割 合 は,従 来 の調査地域はい うまで もな く,全 国平均 よ りもは るかに低 い こ

とに な る。 これは何 を意味 してい るのか。一般 に成 年養子が全養子 に対 して

占め る比率は大都会にな るほ ど低 くなる とされ てい るが,本 調 査地域 には札

幌市 の よ うに人 口50万 の都市や農村漁村 も入 っているので,'さ らに これを分

け て考察 しなけれ ばな らない。そ して より根 本的には都市化 の程度 および家

制 度にたいす る意識 の強 弱(両 老はほぼ相関関係をな してい ると思われ るが

必然性 は ない)な どが あわせて考察 され る必要があろ う。 この点 も将来の研

究 の課題 である。

上 の成年養子数343件 か ら三地 区の中で相互 に重複 してい る もの(37件)

を差引いた結果306件 が残 った。 これがわれわれ の調査の対 象 とした成年養

子の数で ある。つ ぎに これ らの養子縁組 につ いて考察 してゆ くことにす る。

2当 事者 の住所地 との関係

縁 組当事者は780人 で ある(こ こでは もちろん夫婦が共 同で養親 とな りあ

るいは養子 となってい る場合をそれ ぞれ2人 と数 えている)。 これを縁組届
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出 当時の住所 が三地 区管 内にある者 と管外 にあ る者 とに分け,前 者につ き人

口1万 人にたいす る割合(縁 組率)を 示 したのが第3表 で ある。780人 中2

第3表 当事者 の住所地(そ の1)

＼ ＼＼
札 幌

1法 務 局

小樽支局

札 幌 市

他の市町村

小 樽 市

他 の 町 村

管内に住所
を有す る者

296

87

122

30

岩 内 支 局 41

計 576

人口(万人)

57

18

20

6

12

113

縁 組 率

5.2

4.8

6.1

5,0

3.4

5.1

註 ・人口は昭和35年7月 のもので千人以下四捨五入してある。

入の住所は不 明なので778人 とな り,そ の うち576人 が管 内に住所 を有す る

わ けだか ら,そ の全体 にた いす る比率は74%で あ る。そ して縁組率 は人 口1

万 人につ き約5人 を示 してい る。わが国の縁組 率は未成年 養子 を も含 めて大

体10人 程度で,北 海道,近 畿,中 国,九 州において比較 的高 く東北,関 東 に

おい て比較 的低 い といわれ てい るが(山 本 ・前 掲102頁),前 述 の よ うに こ

の調 査で は成年 養子の全 縁組数 にたいす る割 合は2割 強 にす ぎなか ったので

あ るか ら,こ の5人 とい う数か らみ て未成年 養子を含めた縁組率 は10人 を越

え ることにな り,従 来いわれ ていた ことと符合す ることになろ う。 なお この

表 は札幌や小樽 とい う都市におけ る縁組率が郡 部に比較 して高い ことを示 し

てい るが,こ れが何 を意味す るのか明 らかで ない。

つ ぎに養親 と養子 を分けかつ夫婦が共 同 して縁組 の当事者 となってい る も

の を一 つに数 えて作成 したのが第4表 であ る。 これでみ る と,管 内に住所 を

有 す る者に関す る限 り養親 と養子の数は大体 等 しい。 しか しこれか ら養子に

つ いての需要 と供給 のバ ラ ンスが とれてい ると即 断す る ことはで きない。 と
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第4表 当事者 の住所 地(そ の2)

'＼

＼
札 幌

法 務 局

小樽支局

札 幌 市

他の市町村

小 樽 市

他 の 町 村

岩 内 支 局

管 内 に住 所
を 有 す る者

養 訓 養 子

Il121

33

ユ24

管外 に住 所
を有 す る者

養 剖 養 子

51

14

15

十旨
口 225

32

45

11

16

80

》

77

・・sl8・177

い うのはこ こで養子の住所 とされ てい るのは実家の住所 ではな くて,縁 組届

出時 の養子 の住所 であ り,し か も多 くの養子は届 出前 にす でに養親 と居住 を

共 に してい るか らであ る。 ちなみ に,届 出当時養親 と養子 の住所 が同一で あ

る ものは,306件 中235件 で あった。

当事者の居住す る地 域が直ちに縁組 への誘 因 として働 くのではない とい う

ことを注意 しておかねばな らない。重要 なのはその地 域社会 の職業別構成 と

か生活 の程度であ り,あ るいはそ こか ら生れ て くる 「家」 の意 識ない しは親

子 関係につ いての意識であろ う。 のちに検 討す る。

3配 偶者 あ る老 の縁組

民法795条 は 「配偶者あ る者は,そ の配偶者 とともに しなければ,縁 組 を

す るこ とがで きない。但 し,夫 婦 の一方が他 の一方 の子を養子 とす る場合は

この限 りで ない」 と規定 してい る。そ して この但書は養子夫婦 の一方が養親

の子(嫡 出子)で ある場合 に も類推適用 され ると一般に解 され てい る。そ こ

でつ ぎに,養 親 と養子 の双方 について共 同縁組 の場合 と単独縁組の場合 とに

分け,後 者 を さ らに通常 の単独縁組 の場合 と795条 但書適用 の場合 とに細分

してみ よう。それ が第5表 であ る。

まず 養親 につい てみ る と,配 偶者 あ る者の縁組 は165件 で全体 の約54%を



成 年 養 子 の 実 態(1)(相 原 ・中川) 一89一

第5表 共同縁組 と単独縁組の件数

「球

養 父 母

養 通 常

父795但

養 通 常

母795但

合 計

養
男
女

12

3

14

29

養 男

通 常 レ95但

102

20

9

46

3

2

8

ユ80 10

養 女

通 常1795但

27

24

7

25

3

86

1

1

合

計

143

47

16

94

6

306

占めてい る。(山 本調査では未成年 養子を も含 めてではあ るが約70%と これ

よ り少 し高 い。)こ の うちいわゆ る配偶者 の連れ子を養子 とす る場合は22件

で,全 体の約7%に す ぎない。 つ ぎに 養子に配偶者 あ る場合は40件 であ る

が,純 粋 の夫婦 養子は29件 で全体の9.7%と な り,法 務 省第2調 査 におけ る

小都市の比率 に等 しい。す なわ ち,法 務省調査では,大 都市8%,小 都市9

%,郡 部14%oと 都市化 の遅れた地 区ほ ど夫 婦養子が多 くな っている(山 本 調

査では8%)。 ところで養子について民法795条 但書の適用 され る場合が11

件 あ るが,こ の うち養男単独 の縁組10件 つ ま り全成年 養子数の3.26%は 婿 養

子であ る。つ ぎに これ らを当事者 の性別か ら眺めてみ よ う。

4当 事者 の性別

第5表 か らまず注 目され ることは,通 常 の単独養親で女 の方が男 よ りも遙

かに多 い とい うことであ る(養 父47件,養 母94件 と養母 の方の養父の場合 の

ちよ うど2倍)。 すなわ ちそれ は成年養子全体の30.7%に 達す る。 これ が何

を意味 してい るかは ここか らだけでは明 らかで ない(他 の調査 には これ ほ ど

顕 著な差 は現われ ていない。 山本 ・前掲74頁 の第ニー 表参 照)。 第2に,養

親 で795条 但書 の適用 され る場合が,養 母 よ りも養父 の方が多い とい うこと

で あ る。 これは夫 の先妻 との間 の子を後妻 が養子 にす るよ りも,妻 の連れ子
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を夫 が 養 子 にす る必要 性 の大 きい こ とを意 味 して い るの で あ ろ うか 。第3に

養 子 につ い て,養 男 が圧 倒 的 に多 い こ とが 注 目され る。 通 常 の養 男 単独 縁組

は180件 で あ り,こ れ は 全 体 の58.8%o,純 粋 単 独 養 子 の中 で も67.7%を 占め

てい る。一 般 に婿 養子(現 行 法 上 は,妻 の 氏 を称 す る婚 姻 プ ラス養子,あ る

いは,養 子 プ ラス婚 姻,ま た夫 の 氏 を 称す る婚 姻 プ ラス養子 とい う形 で広 く

行 なわれ てい る)の 多 い こ とが 指 摘 され てい る。 た とえば 加 藤教 授 は,法 務

省 調 査 の結 果か ら,増 養 子 数 の養 子 総 数 の中で 占め る割 合 は ほ ぼ15-20%,

また 成年 養 子 数 の 中で 占 め る割 合 は大 都 市40%,小 都 市35%,郡 部29%と な

っ てい る といわ れ てい る(ジ ェ リス トNo・232,82頁)。 この調 査 で も養 男

数 の多 い こ とは,795条 但 書 適 用 の場 合(10件)を 含 め て,相 当数 の婿 養子

の存 在 を 示 唆す る もので あ ろ う。 詳 し くは ア ソケ ー ト調 査 の 結 果 を また ね ば

な らな い。

5養 子 の実 親 との統 柄

養子 の実 親 との続 柄 を 調 べ る こ と も興 味 深 い こ とで あ る。 「長 男 に は家 を

継 が せ,次 三 男は 養子 に や る」 とい うこ とは古 くか ら よ くいわ れ て い る こ と

だ か らで あ る。.第6表 に よれ ば,長 男 が養 子 とな って い る場 合 は47人 で 全 養

第6表 養 子 の実 親 との続 柄

＼
嫡

出

子

非
嫡
出
子

男

女

男

女

長男 もし
くは長女

47

34

そ の 他

156

42

16

11

合 計

203

76

16

11

註 ・夫婦養子の場合は養男のみ

男 子 の21.5%,次 男 以下 は156人 で71.2%と な り,さ す が に 次 男 以下 が圧 倒

的 で あ る。 な お次 男 以下 を多 い順 に幾 つ か あげ て み る と,三 男54人,次 男49

人,四 男24人 とな っ て い る。 しか しそれ に して も長 男 あ るいは 長 女 の数 が比
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較 的多い といえ よ う。 なぜだ ろ うか。 これ はおそ ら く,ひ とつには配偶 者の

前婚 の子で あ る長男 ・長女を養子 とす るよ うな場合が多 い ことに基づ くので

あろ うが,さ らに子の数は現実 に長男か ら二三男 と下降す るにつれ て漸減 し
、

て い って るわけだか ら,や は り次男 以下の子が養子 にや られ る比率 は比較 的

高 い と考え られ る(な お山本 ・前掲64頁 以下参 照)。'.

6当 事者の年 令 一

法制審議会民法部会小委員会に おけ る留保事項第二八 は,年 令要件 につい

て,(イ)養 子 となるべ き者 は未成年者に限 る もの とすべ きか,(ロ)養 親 の年

令 を引 き上 げ るべ きか,の 養親子間に一定 の年令差を必要 とすべ きか,の

諸 点につ いてはなお検討す る としてい る。 したが って この検討 の資料 として

も当事者 の年 令 の実態把握 は不可訣 の ことであ るが,同 時 にそれは今 日行 な

われ てい る縁組 の性格 を知 る うえに も重要 な資料 となろ う。 以下養子年 令,

養親年令,養 親子 間の年令差 の順 に述べ てゆ こ う。 なお年令はすべて届 出当

時 の満年令に よる。

(1)養 子の年 令 養子 の年令を男女別に5才 きざみで表にあ らわ してみ る

と第7表 の とお りであ る。 これか らまず気付 くことは,養 子 の年令が20才 か

第7表 養 子 の 年 令(そ の1)

＼ 男 女 計(%)

20～24才

25～29才

30～34才

35～39才

40～44才

45～49才

50～54才

合 計

92

75

21

16

7

5

3

219

44

26

13

19

8

1

5

116

136(40.6)

101(30.1)

34(IO.1)

35(10.5)

15(4.5)

6(1.8)

8(2.4)

335(100)
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ら29才 の 間 に圧 倒 的 に 集 中 して い る こ とで あ る。 養 子 数 に して237人,そ れ

は養 子 総 数 の約7割 に も達 す る。 つ ぎ に男 女 別 に これ を 比較 す る と,絶 対 数

に お い て も養 男 の数 が 養 女 のそれ の2倍 近 くに な るが,20～29才 に み る とそ

の差 は もっ と著 し く,し か も30才 以上 は養 男 が 急 速 にそ の 数 の減 少 を示 して

い るの に養 女 の方 はそ れ ほ どで は ない とい うこ とは 注 目 して よい。 した が っ

て これ らの こ とか ら,20才 か ら29才 まで の養 男 が 養子 縁 組 の 中 で きわ め て大

きい 役割 を果 た して い る こ とが わ か る(養 子 総 数 の約50%)。 そ こで この 養

子 の 性格 を さ ぐるの ため に 夫婦 養 子 を 除 い てみ る と(第8表),上 述 の特 色

第8表 養 子 の 年 令(そ の2)

＼1男 女 計(%)

20～24才

25～29才

30～34才

35～39才

40～44才

45～49才

50～54才

合 計

9214・

70

15

9

2

1

ユ

190

21

5

12

4

1

3

87

=L33(48.0)

91(32.9)

20(フ.2)

21(7.6)

6(2.2)

2(0.7)

4(1.4)

277(100)

註 ・夫婦養子を除いた数

は い っそ う際 立 っ て お り,と くに20才 か ら29才 まで の 養 男 に つ い て は,第7

表 に おげ る167人 中162人 まで が単 独養 子 で あ る こ とが 注 目され,そ の全 単.

独 養子 数 に た いす る 割 合 は約60%と い うこ と に な る。 この よ うに み て くる

と,こ れ らの養 子 は 一 般 に いわ れ て い る よ うに多 くは婿 養 子 の婿 に該 当す る

もので あ ろ うし(山 本 ・前 掲46頁),と すれ ば,わ が 国 の成 年 養 子 の ひ とつ

の大 きな担 い手 は この婿 養子 で あ る とい って も過 言で は あ る まい。詳 しい こ

とは後 述 の ア ソケ ー ト調 査 の結 果 に よって 明 らか に され るで あ ろ う。

な お これ らの こ とは他 の調 査 の結 果 に おい て もほ ぼ 同様 で あ る(山 本 ・前
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掲50頁 に は法 務 省 第1調 査 ・第2調 査 お よび 山 本 調 査 を詳 し く比 較 した 表 を

か か げ られ て い るが,成 年 養 子 に つ い て は20～35才 と36才 以上 の二 つ に しか

分 け て い な い。 な お山本46頁 は 「男子 に あ って は23才 か ら29才 まで がむ しろ ・

全 縁組 の ピ ークを な し,こ の7才 間 で,… …全 縁組 の半 数 に近 い43.36%を

古 め て い る」 と報 告 され て い る。 山本教 授 の 「全 縁組 」 とは未 成 年 養 子 を も

含 んで い る ので,こ の割 合 は わ れ わ れ の 調 査 と比 べ て 非 常 に 高 い こ とに な

る)。

(2)養 親 の年 令 まず 男 女 別 に10才 きざみ の表 を作成 して み よ う。 第9表

,によ り養 父 と養母 とを比べ てみ る と,絶 対 数 に お いて も年 令 別 の数 の 増 減 に

第9表 養 親 の 年 令

＼1男 女 計(%)

2・-29才1・

30～39才

40～49才

50～59才

60～69才

70～79才

80才 以上

合 計

8

40

76

53

22

3

202

1

14

64

84

56

18

7

244

1(0.2)

22(4.9)

104(23,3)

ユ60(35,9)

109(24.4)

40(9.0)

10(2.3)

446(100)

つ い て もそ れ ほ ど際 立 った差 異 は み られ な い。 む しろ男 女 の 差 別 な く40才 か

ら69才 まで の間 に 養親 が 集 中 してい る こ とが 注 目 され る(全 体 の83.6%に 達

す る。 よ り正確 に は,43才 か ら67才 まで が350人 で78.5%と も っ と も多 い)。

養親 の年 令 は養 子 を必 要 とす るひ とつ の 条件 を示 して い る もの と思 わ れ るが

これ だ け で はそ の条 件 の 内容 を 明 らか にす る こ とは で きな い。 あ え て憶 測 を

す るな らば,40才 を過 ぎ て も子 が な い とか,あ るい は女 の子 しか い な い とい

う状 態,し か も老 後 の面倒 を み て も ら うとか 家 を つ いで くれ る者 の必 要 性,
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そ じてそ の 必要 性 が現 実 化 して き てい るた め に未 成 年 養 子 で は充 足 され な い

こ と,等 の諸 事 情 が 複 雑 に か らみ合 っ て い る もの と思 わ れ る。 ア ンケ ー ト調

査 に よって 明 らか に され るべ き こ とが らで あ る。

な お養親 の最 低年 令 と最高 年 令 に つ い ては,夫 婦 養 親 の 養 父 は30才 と84才,

養母 は26才 と82才,ま た 単 独養 親 の養 父 は32才 と77才,養 母 は37才 と82才 で

あ った。

(3)養 親 子 間 の年 令 差 年 令 差 は 最低5才 か ら最高58才 に至 る まで はば 広

く分布 して い る。 これ を10才 以下,11才 か ら45才 まで を5才 き ざみ に,そ し

て46才 以下 とに分 け,養 男 ・養女 と養 父母 ・養 父 ・養 母 の組 合せ に よ る数 を

示 した のが 第10表 で あ る。 な お この表 は,共 同 縁組 の場 合 に,養 親 に つ い て

第10表 養 親 子 間 の 年 令 差

嶢 一 鯉1養 父母1養 父陵 酬 計(%)-i

.養 男一510才以下

養 女'2

養 男611～15才

養女3

一養 男_1816～20才

養女3

21～25才

26～30才

31～35才

36～40才

41～45才

46才 以上

.養 男_

養女

養男

雇f
男

女

養

養

養男

養女

薔
一養 女

.養 男_

養 女

31

5

26

7

14

6

7

4

3

1

2

0

司 ・43

0

0

1

4

2

4

10

4

4

6

9

4

3一

6

4

2

0
7(2.3)

0

318(5
.9)

1

i2-
43(14.0)

4

rs一

9

12

4

77(25.2)

59(19.3)

10

2145(14・7)

8

3

3

2

31(10ユ)

15(4.9)

合

0511(3
.6)

13

・・lggl3・6(…)

は低 い方 の 年令,養 子に ついては高 い方の 年令 を とって作成 した ものであ



成 年 養 子 の 実 態(1)(相 原 ・中川) 一95一

る。 これをみれ ぽわか るよ うに,年 令差は大体16才 か ら35才 まで の間で大部

分を占め(全 体の73.2%),そ の中で もと くに21才 か ら30才 の10年 間が全体

の44.5%と なってい る。養親子関係が 自然的親子関係のない者 の間に親 子関

係を創設す るものであ る以上,自 然的親子に似た年 令差(あ るいは社会的に

親子 と考え られ る年令差 とい って もよいか もしれ ない)が 要求 され るべ きだ

と思われ るが,そ の よ うな見解 か らすれば8,2%を 占め る15才 以下 の縁組な

どは問題があ るといわ なければ な らない。

7養 子 の実親 の存否

この問題は成年 養子 につ いては未成年 養子 と異 なってあ ま り重要 なこ とで

ない と思われ る。 もっ とも場合に よっては 養子 とな る(あ るいは 養子にや

る)ひ とつの動機 を形成す る こともあろ う。 しか し第11表 の よ うに この調査

第11表 養子の実親 の存否

＼1総 釧 父母あ列 父のみ剃 母のみあり1父 母なし

養 男219

養 女187

計(%)1306

U1

30

141(46.1)

19

12

31(10.1)

58

29

87(28.4)

31

16

47(15.4)

註 ・夫婦養子の場合は養男についてのみ。

結 果 か らは顕 著 な ものが み られ な い ので,な に も導 き出す こ とは で きな か っ

た。

以上 が 縁組 届 か らみ た成 年 養 子 の実 態 の概 要 で あ る。 こ こか らで もい ろ い

ろ な問 題 が 推 測 の か た ちで 提 起 され た が,こ れ らの 点に つ い て つ ぎに ア ソケ

ー ト調 査 の結 果 に よ り整 理 検 討 す るつ も りで あ る
。

〔未 完 〕
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